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総
理
府

○

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年

令
第
三
十
九
号
）

大
蔵
省

改

正

案

現

行

（
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
こ
れ
に
応
じ
た
命
令
）

（
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
こ
れ
に
応
じ
た
命
令
）

第
一
条

銀
行
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令

第
一
条

銀
行
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
二
項
の
内
閣
府
令

・
財
務
省
令
で
定
め
る
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
当

・
財
務
省
令
で
定
め
る
銀
行
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
当

該
区
分
に
応
じ
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
命
令
は
、
次
条
に
定
め
る
場

該
区
分
に
応
じ
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
命
令
は
、
次
条
に
定
め
る
場

合
を
除
き
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

合
を
除
き
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分

命

令

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分

命

令

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を

有
す
る
銀
行

有
し
な
い
銀
行

有
す
る
銀
行

有
し
な
い
銀
行

非
対
象
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

非
対
象
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

本
比
率
の
う
ち
次

率

本
比
率

率

の
各
号
に
掲
げ
る

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

八
パ
ー
セ
ン
ト
以

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

比
率
の
区
分
に
応

上

上

上

じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
範
囲
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一

単
体
普
通
株

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率

四
・

五
パ
ー
セ
ン
ト

以
上

二

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

六

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
三

単
体
総
自
己

資
本
比
率

八

パ
ー
セ
ン
ト
以

上

第
一
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

経
営
の
健
全
性
を
確

第
一
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

経
営
の
健
全
性
を
確

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

保
す
る
た
め
の
合
理

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

保
す
る
た
め
の
合
理

本
比
率
の
う
ち
次

率

的
と
認
め
ら
れ
る
改

本
比
率

率

的
と
認
め
ら
れ
る
改

の
各
号
に
掲
げ
る

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

善
計
画
（
原
則
と
し

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

善
計
画
（
原
則
と
し

比
率
の
区
分
に
応

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

て
資
本
の
増
強
に
係

上
八
パ
ー
セ
ン
ト

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

て
資
本
の
増
強
に
係

じ
、
当
該
各
号
に

未
満

る
措
置
を
含
む
も
の

未
満

未
満

る
措
置
を
含
む
も
の

定
め
る
範
囲

と
す
る
。
）
の
提
出

と
す
る
。
）
の
提
出

一

単
体
普
通
株

の
求
め
及
び
そ
の
実

の
求
め
及
び
そ
の
実

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

行
の
命
令

行
の
命
令
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１
比
率

二
・

二
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
四
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
未

満
二

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

三

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
六
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

三

単
体
総
自
己

資
本
比
率

四

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
八
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

第
二
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
二
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

自
己
資
本
の
充
実
に

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

自
己
資
本
の
充
実
に

本
比
率
の
う
ち
次

率

資
す
る
措
置
に
係
る

本
比
率

率

資
す
る
措
置
に
係
る

の
各
号
に
掲
げ
る

一
パ
ー
セ
ン
ト
以

命
令

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

一
パ
ー
セ
ン
ト
以

命
令

比
率
の
区
分
に
応

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

一

資
本
の
増
強
に

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

一

資
本
の
増
強
に

じ
、
当
該
各
号
に

未
満

係
る
合
理
的
と
認

未
満

未
満

係
る
合
理
的
と
認

定
め
る
範
囲

め
ら
れ
る
計
画
の

め
ら
れ
る
計
画
の
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一

単
体
普
通
株

提
出
及
び
そ
の
実

提
出
及
び
そ
の
実

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

行

行

１
比
率

一
・

二

配
当
又
は
役
員

二

配
当
又
は
役
員

一
三
パ
ー
セ
ン

賞
与
の
禁
止
又
は

賞
与
の
禁
止
又
は

ト
以
上
二
・
二

そ
の
額
の
抑
制

そ
の
額
の
抑
制

五
パ
ー
セ
ン
ト

三

総
資
産
の
圧
縮

三

総
資
産
の
圧
縮

未
満

又
は
増
加
の
抑
制

又
は
増
加
の
抑
制

二

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ

四

取
引
の
通
常
の

四

取
引
の
通
常
の

ｒ
１
比
率

一

条
件
に
照
ら
し
て

条
件
に
照
ら
し
て

・
五
パ
ー
セ
ン

不
利
益
を
被
る
も

不
利
益
を
被
る
も

ト
以
上
三
パ
ー

の
と
認
め
ら
れ
る

の
と
認
め
ら
れ
る

セ
ン
ト
未
満

条
件
に
よ
る
預
金

条
件
に
よ
る
預
金

三

単
体
総
自
己

又
は
定
期
積
金
等

又
は
定
期
積
金
等

資
本
比
率

二

の
受
入
れ
の
禁
止

の
受
入
れ
の
禁
止

パ
ー
セ
ン
ト
以

又
は
抑
制

又
は
抑
制

上
四
パ
ー
セ
ン

五

一
部
の
営
業
所

五

一
部
の
営
業
所

ト
未
満

に
お
け
る
業
務
の

に
お
け
る
業
務
の

縮
小

縮
小

六

本
店
を
除
く
一

六

本
店
を
除
く
一

部
の
営
業
所
の
廃

部
の
営
業
所
の
廃

止

止

七

法
第
十
条
第
二

七

法
第
十
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る

項
各
号
に
掲
げ
る
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業
務
そ
の
他
の
銀

業
務
そ
の
他
の
銀

行
業
に
付
随
す
る

行
業
に
付
随
す
る

業
務
、
法
第
十
一

業
務
、
法
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
り

条
の
規
定
に
よ
り

営
む
業
務
又
は
担

営
む
業
務
又
は
担

保
付
社
債
信
託
法

保
付
社
債
信
託
法

（
明
治
三
十
八
年

（
明
治
三
十
八
年

法
律
第
五
十
二
号

法
律
第
五
十
二
号

）
そ
の
他
の
法
律

）
そ
の
他
の
法
律

に
よ
り
営
む
業
務

に
よ
り
営
む
業
務

の
縮
小
又
は
新
規

の
縮
小
又
は
新
規

の
取
扱
い
の
禁
止

の
取
扱
い
の
禁
止

八

そ
の
他
金
融
庁

八

そ
の
他
金
融
庁

長
官
が
必
要
と
認

長
官
が
必
要
と
認

め
る
措
置

め
る
措
置

第
二
区
分
の
二

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

自
己
資
本
の
充
実
、

第
二
区
分
の
二

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

自
己
資
本
の
充
実
、

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

大
幅
な
業
務
の
縮
小

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

大
幅
な
業
務
の
縮
小

本
比
率
の
う
ち
次

率

、
合
併
又
は
銀
行
業

本
比
率

率

、
合
併
又
は
銀
行
業

の
各
号
に
掲
げ
る

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

の
廃
止
等
の
措
置
の

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

の
廃
止
等
の
措
置
の

比
率
の
区
分
に
応

上
一
パ
ー
セ
ン
ト

い
ず
れ
か
を
選
択
し

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

上
一
パ
ー
セ
ン
ト

い
ず
れ
か
を
選
択
し

じ
、
当
該
各
号
に

未
満

た
上
当
該
選
択
に
係

未
満

未
満

た
上
当
該
選
択
に
係

定
め
る
範
囲

る
措
置
を
実
施
す
る

る
措
置
を
実
施
す
る
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一

単
体
普
通
株

こ
と
の
命
令

こ
と
の
命
令

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率

〇
パ

ー
セ
ン
ト
以
上

一
・
一
三
パ
ー

セ
ン
ト
未
満

二

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
一
・
五
パ
ー

セ
ン
ト
未
満

三

単
体
総
自
己

資
本
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
二
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

第
三
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

業
務
の
全
部
又
は
一

第
三
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

業
務
の
全
部
又
は
一

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

部
の
停
止
の
命
令

係
る
単
体
自
己
資

単
体
自
己
資
本
比

部
の
停
止
の
命
令

本
比
率
の
う
ち
次

率

本
比
率

率

の
各
号
に
掲
げ
る

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未

比
率
の
区
分
に
応

満

満

満

じ
、
当
該
各
号
に
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定
め
る
範
囲

一

単
体
普
通
株

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率

〇
パ

ー
セ
ン
ト
未
満

二

単
体
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
未

満
三

単
体
総
自
己

資
本
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
未

満

２

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
銀
行

２

法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
銀
行

及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

及
び
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況

う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
自
己
資
本
の
充
実
の
状
況

に
係
る
区
分
及
び
当
該
区
分
に
応
じ
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
命
令
は

に
係
る
区
分
及
び
当
該
区
分
に
応
じ
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る
命
令
は

、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分

命

令

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分

命

令

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を
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有
す
る
銀
行
及
び

有
し
な
い
銀
行
及

有
す
る
銀
行
及
び

有
し
な
い
銀
行
及

そ
の
子
会
社
等

び
そ
の
子
会
社
等

そ
の
子
会
社
等

び
そ
の
子
会
社
等

非
対
象
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

非
対
象
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

本
比
率
の
う
ち
次

率

本
比
率

率

の
各
号
に
掲
げ
る

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

八
パ
ー
セ
ン
ト
以

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

比
率
の
区
分
に
応

上

上

上

じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
範
囲

一

連
結
普
通
株

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率

四
・

五
パ
ー
セ
ン
ト

以
上

二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

六

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
三

連
結
総
自
己

資
本
比
率

八

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
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第
一
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

経
営
の
健
全
性
を
確

第
一
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

経
営
の
健
全
性
を
確

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

保
す
る
た
め
の
合
理

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

保
す
る
た
め
の
合
理

本
比
率
の
う
ち
次

率

的
と
認
め
ら
れ
る
改

本
比
率

率

的
と
認
め
ら
れ
る
改

の
各
号
に
掲
げ
る

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

善
計
画
（
原
則
と
し

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

善
計
画
（
原
則
と
し

比
率
の
区
分
に
応

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

て
資
本
の
増
強
に
係

上
八
パ
ー
セ
ン
ト

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

て
資
本
の
増
強
に
係

じ
、
当
該
各
号
に

未
満

る
措
置
を
含
む
も
の

未
満

未
満

る
措
置
を
含
む
も
の

定
め
る
範
囲

と
す
る
。
）
の
提
出

と
す
る
。
）
の
提
出

一

連
結
普
通
株

の
求
め
及
び
そ
の
実

の
求
め
及
び
そ
の
実

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

行
の
命
令

行
の
命
令

１
比
率

二
・

二
五
パ
ー
セ
ン

ト
以
上
四
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
未

満
二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

三

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
六
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

三

連
結
総
自
己

資
本
比
率

四

パ
ー
セ
ン
ト
以
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上
八
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

第
二
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
二
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

自
己
資
本
の
充
実
に

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

自
己
資
本
の
充
実
に

本
比
率
の
う
ち
次

率

資
す
る
措
置
に
係
る

本
比
率

率

資
す
る
措
置
に
係
る

の
各
号
に
掲
げ
る

一
パ
ー
セ
ン
ト
以

命
令

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

一
パ
ー
セ
ン
ト
以

命
令

比
率
の
区
分
に
応

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

一

資
本
の
増
強
に

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

一

資
本
の
増
強
に

じ
、
当
該
各
号
に

未
満

係
る
合
理
的
と
認

未
満

未
満

係
る
合
理
的
と
認

定
め
る
範
囲

め
ら
れ
る
計
画
の

め
ら
れ
る
計
画
の

一

連
結
普
通
株

提
出
及
び
そ
の
実

提
出
及
び
そ
の
実

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

行

行

１
比
率

一
・

二

配
当
又
は
役
員

二

配
当
又
は
役
員

一
三
パ
ー
セ
ン

賞
与
の
禁
止
又
は

賞
与
の
禁
止
又
は

ト
以
上
二
・
二

そ
の
額
の
抑
制

そ
の
額
の
抑
制

五
パ
ー
セ
ン
ト

三

総
資
産
の
圧
縮

三

総
資
産
の
圧
縮

未
満

又
は
増
加
の
抑
制

又
は
増
加
の
抑
制

二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

四

取
引
の
通
常
の

四

取
引
の
通
常
の

ｒ
１
比
率

一

条
件
に
照
ら
し
て

条
件
に
照
ら
し
て

・
五
パ
ー
セ
ン

不
利
益
を
被
る
も

不
利
益
を
被
る
も

ト
以
上
三
パ
ー

の
と
認
め
ら
れ
る

の
と
認
め
ら
れ
る

セ
ン
ト
未
満

条
件
に
よ
る
預
金

条
件
に
よ
る
預
金

三

連
結
総
自
己

又
は
定
期
積
金
等

又
は
定
期
積
金
等
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資
本
比
率

二

の
受
入
れ
の
禁
止

の
受
入
れ
の
禁
止

パ
ー
セ
ン
ト
以

又
は
抑
制

又
は
抑
制

上
四
パ
ー
セ
ン

五

一
部
の
営
業
所

五

一
部
の
営
業
所

ト
未
満

に
お
け
る
業
務
の

に
お
け
る
業
務
の

縮
小

縮
小

六

本
店
を
除
く
一

六

本
店
を
除
く
一

部
の
営
業
所
の
廃

部
の
営
業
所
の
廃

止

止

七

子
会
社
等
の
業

七

子
会
社
等
の
業

務
の
縮
小

務
の
縮
小

八

子
会
社
等
の
株

八

子
会
社
等
の
株

式
又
は
持
分
の
処

式
又
は
持
分
の
処

分

分

九

法
第
十
条
第
二

九

法
第
十
条
第
二

項
各
号
に
掲
げ
る

項
各
号
に
掲
げ
る

業
務
そ
の
他
の
銀

業
務
そ
の
他
の
銀

行
業
に
付
随
す
る

行
業
に
付
随
す
る

業
務
、
法
第
十
一

業
務
、
法
第
十
一

条
の
規
定
に
よ
り

条
の
規
定
に
よ
り

営
む
業
務
又
は
担

営
む
業
務
又
は
担

保
付
社
債
信
託
法

保
付
社
債
信
託
法

そ
の
他
の
法
律
に

そ
の
他
の
法
律
に

よ
り
銀
行
が
営
む

よ
り
銀
行
が
営
む
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業
務
の
縮
小
又
は

業
務
の
縮
小
又
は

新
規
の
取
扱
い
の

新
規
の
取
扱
い
の

禁
止

禁
止

十

そ
の
他
金
融
庁

十

そ
の
他
金
融
庁

長
官
が
必
要
と
認

長
官
が
必
要
と
認

め
る
措
置

め
る
措
置

第
二
区
分
の
二

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

自
己
資
本
の
充
実
、

第
二
区
分
の
二

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

自
己
資
本
の
充
実
、

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

大
幅
な
業
務
の
縮
小

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

大
幅
な
業
務
の
縮
小

本
比
率
の
う
ち
次

率

、
合
併
又
は
銀
行
業

本
比
率

率

、
合
併
又
は
銀
行
業

の
各
号
に
掲
げ
る

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

の
廃
止
等
の
措
置
の

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

の
廃
止
等
の
措
置
の

比
率
の
区
分
に
応

上
一
パ
ー
セ
ン
ト

い
ず
れ
か
を
選
択
し

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

上
一
パ
ー
セ
ン
ト

い
ず
れ
か
を
選
択
し

じ
、
当
該
各
号
に

未
満

た
上
当
該
選
択
に
係

未
満

未
満

た
上
当
該
選
択
に
係

定
め
る
範
囲

る
措
置
を
実
施
す
る

る
措
置
を
実
施
す
る

一

連
結
普
通
株

こ
と
の
命
令

こ
と
の
命
令

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率

〇
パ

ー
セ
ン
ト
以
上

一
・
一
三
パ
ー

セ
ン
ト
未
満

二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
以
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上
一
・
五
パ
ー

セ
ン
ト
未
満

三

連
結
総
自
己

資
本
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
二
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

第
三
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

業
務
の
全
部
又
は
一

第
三
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

業
務
の
全
部
又
は
一

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

部
の
停
止
の
命
令

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

部
の
停
止
の
命
令

本
比
率
の
う
ち
次

率

本
比
率

率

の
各
号
に
掲
げ
る

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未

比
率
の
区
分
に
応

満

満

満

じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
範
囲

一

連
結
普
通
株

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率

〇
パ

ー
セ
ン
ト
未
満

二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
未

満
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三

連
結
総
自
己

資
本
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
未

満

３
～
６

（
略
）

３
～
６

（
略
）

７

第
一
項
の
表
中
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う

７

第
一
項
の
表
中
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う

ち
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比

ち
法
第
十
四
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比

率
を
い
い
、
同
表
中
「
単
体
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
単
体
Ｔ
ｉ

率
を
い
う
。

ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
単
体
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
単
体
自
己
資
本
比
率

の
う
ち
国
際
統
一
基
準
（
第
四
項
に
規
定
す
る
国
際
統
一
基
準
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。

８

第
二
項
の
表
中
「
連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う

８

第
二
項
の
表
中
「
連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う

ち
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比

ち
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比

率
を
い
い
、
同
表
中
「
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ

率
を
い
う
。

ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
連
結
自
己
資
本
比
率

の
う
ち
国
際
統
一
基
準
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。

（
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る
区
分
及
び

（
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
自
己
資
本
の
充
実
に
係
る
区
分
及
び

こ
れ
に
応
じ
た
命
令
）

こ
れ
に
応
じ
た
命
令
）

第
三
条

法
第
五
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
の
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る

第
三
条

法
第
五
十
二
条
の
三
十
三
第
二
項
の
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
で
定
め
る

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
当
該
区
分
に
応
じ
内
閣
府
令
・
財

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分
及
び
当
該
区
分
に
応
じ
内
閣
府
令
・
財

務
省
令
で
定
め
る
命
令
は
、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
表
の
と
お
り

務
省
令
で
定
め
る
命
令
は
、
次
条
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
次
の
表
の
と
お
り



- -15

と
す
る
。

と
す
る
。

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分

命

令

自
己
資
本
の
充
実
の
状
況
に
係
る
区
分

命

令

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を

海
外
営
業
拠
点
を

有
す
る
銀
行
等
を

有
す
る
銀
行
等
を

有
す
る
銀
行
等
を

有
す
る
銀
行
等
を

子
会
社
と
す
る
銀

子
会
社
と
し
て
い

子
会
社
と
す
る
銀

子
会
社
と
し
て
い

行
持
株
会
社
及
び

な
い
銀
行
持
株
会

行
持
株
会
社
及
び

な
い
銀
行
持
株
会

そ
の
子
会
社
等

社
及
び
そ
の
子
会

そ
の
子
会
社
等

社
及
び
そ
の
子
会

社
等

社
等

非
対
象
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

非
対
象
区
分

第
一
基
準
に
係
る

第
二
基
準
に
係
る

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

連
結
自
己
資
本
比

連
結
自
己
資
本
比

本
比
率
の
う
ち
次

率

率

率

の
各
号
に
掲
げ
る

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

八
パ
ー
セ
ン
ト
以

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

比
率
の
区
分
に
応

上

上

上

じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
範
囲

一

連
結
普
通
株

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率

四
・

五
パ
ー
セ
ン
ト

以
上
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二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

六

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
三

連
結
総
自
己

資
本
比
率

八

パ
ー
セ
ン
ト
以

上

第
一
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

銀
行
持
株
会
社
及
び

第
一
区
分

第
一
基
準
に
係
る

第
二
基
準
に
係
る

銀
行
持
株
会
社
及
び

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

そ
の
子
会
社
等
の
経

連
結
自
己
資
本
比

連
結
自
己
資
本
比

そ
の
子
会
社
等
の
経

本
比
率
の
う
ち
次

率

営
の
健
全
性
を
確
保

率

率

営
の
健
全
性
を
確
保

の
各
号
に
掲
げ
る

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

す
る
た
め
の
合
理
的

四
パ
ー
セ
ン
ト
以

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

す
る
た
め
の
合
理
的

比
率
の
区
分
に
応

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

と
認
め
ら
れ
る
改
善

上
八
パ
ー
セ
ン
ト

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

と
認
め
ら
れ
る
改
善

じ
、
当
該
各
号
に

未
満

計
画
（
原
則
と
し
て

未
満

未
満

計
画
（
原
則
と
し
て

定
め
る
範
囲

資
本
の
増
強
に
係
る

資
本
の
増
強
に
係
る

一

連
結
普
通
株

措
置
を
含
む
も
の
と

措
置
を
含
む
も
の
と

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

す
る
。
）
の
提
出
の

す
る
。
）
の
提
出
の

１
比
率

二
・

求
め
及
び
そ
の
実
行

求
め
及
び
そ
の
実
行

二
五
パ
ー
セ
ン

の
命
令

の
命
令

ト
以
上
四
・
五

パ
ー
セ
ン
ト
未

満
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二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

三

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
六
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

三

連
結
総
自
己

資
本
比
率

四

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
八
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

第
二
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る

第
二
区
分

第
一
基
準
に
係
る

第
二
基
準
に
係
る

次
の
各
号
に
掲
げ
る

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

銀
行
持
株
会
社
及
び

連
結
自
己
資
本
比

連
結
自
己
資
本
比

銀
行
持
株
会
社
及
び

本
比
率
の
う
ち
次

率

そ
の
子
会
社
等
の
自

率

率

そ
の
子
会
社
等
の
自

の
各
号
に
掲
げ
る

一
パ
ー
セ
ン
ト
以

己
資
本
の
充
実
に
資

二
パ
ー
セ
ン
ト
以

一
パ
ー
セ
ン
ト
以

己
資
本
の
充
実
に
資

比
率
の
区
分
に
応

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

す
る
措
置
に
係
る
命

上
四
パ
ー
セ
ン
ト

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

す
る
措
置
に
係
る
命

じ
、
当
該
各
号
に

未
満

令

未
満

未
満

令

定
め
る
範
囲

一

銀
行
持
株
会
社

一

銀
行
持
株
会
社

一

連
結
普
通
株

及
び
そ
の
子
会
社

及
び
そ
の
子
会
社

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

等
の
資
本
の
増
強

等
の
資
本
の
増
強

１
比
率

一
・

に
係
る
合
理
的
と

に
係
る
合
理
的
と

一
三
パ
ー
セ
ン

認
め
ら
れ
る
計
画

認
め
ら
れ
る
計
画

ト
以
上
二
・
二

の
提
出
及
び
そ
の

の
提
出
及
び
そ
の
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五
パ
ー
セ
ン
ト

実
行

実
行

未
満

二

銀
行
持
株
会
社

二

銀
行
持
株
会
社

二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

の
配
当
又
は
役
員

の
配
当
又
は
役
員

ｒ
１
比
率

一

賞
与
の
禁
止
又
は

賞
与
の
禁
止
又
は

・
五
パ
ー
セ
ン

そ
の
額
の
抑
制

そ
の
額
の
抑
制

ト
以
上
三
パ
ー

三

銀
行
持
株
会
社

三

銀
行
持
株
会
社

セ
ン
ト
未
満

及
び
そ
の
子
会
社

及
び
そ
の
子
会
社

三

連
結
総
自
己

等
の
総
資
産
の
圧

等
の
総
資
産
の
圧

資
本
比
率

二

縮
又
は
増
加
の
抑

縮
又
は
増
加
の
抑

パ
ー
セ
ン
ト
以

制

制

上
四
パ
ー
セ
ン

四

子
会
社
等
（
銀

四

子
会
社
等
（
銀

ト
未
満

行
等
を
除
く
。
）

行
等
を
除
く
。
）

の
株
式
又
は
持
分

の
株
式
又
は
持
分

の
処
分

の
処
分

五

そ
の
他
金
融
庁

五

そ
の
他
金
融
庁

長
官
が
必
要
と
認

長
官
が
必
要
と
認

め
る
措
置

め
る
措
置

第
二
区
分
の
二

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

銀
行
持
株
会
社
及
び

第
二
区
分
の
二

第
一
基
準
に
係
る

第
二
基
準
に
係
る

銀
行
持
株
会
社
及
び

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

そ
の
子
会
社
等
の
自

連
結
自
己
資
本
比

連
結
自
己
資
本
比

そ
の
子
会
社
等
の
自

本
比
率
の
う
ち
次

率

己
資
本
の
充
実
、
合

率

率

己
資
本
の
充
実
、
合

の
各
号
に
掲
げ
る

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

併
又
は
子
会
社
等
（

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

併
又
は
子
会
社
等
（

比
率
の
区
分
に
応

上
一
パ
ー
セ
ン
ト

銀
行
等
に
限
る
。
）

上
二
パ
ー
セ
ン
ト

上
一
パ
ー
セ
ン
ト

銀
行
等
に
限
る
。
）
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じ
、
当
該
各
号
に

未
満

の
株
式
の
処
分
等
の

未
満

未
満

の
株
式
の
処
分
等
の

定
め
る
範
囲

措
置
の
い
ず
れ
か
を

措
置
の
い
ず
れ
か
を

一

連
結
普
通
株

選
択
し
た
上
当
該
選

選
択
し
た
上
当
該
選

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

択
に
係
る
措
置
を
実

択
に
係
る
措
置
を
実

１
比
率

〇
パ

施
す
る
こ
と
の
命
令

施
す
る
こ
と
の
命
令

ー
セ
ン
ト
以
上

一
・
一
三
パ
ー

セ
ン
ト
未
満

二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
一
・
五
パ
ー

セ
ン
ト
未
満

三

連
結
総
自
己

資
本
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
以

上
二
パ
ー
セ
ン

ト
未
満

第
三
区
分

国
際
統
一
基
準
に

国
内
基
準
に
係
る

子
会
社
等
（
銀
行
等

第
三
区
分

第
一
基
準
に
係
る

第
二
基
準
に
係
る

子
会
社
等
（
銀
行
等

係
る
連
結
自
己
資

連
結
自
己
資
本
比

に
限
る
。
）
の
株
式

連
結
自
己
資
本
比

連
結
自
己
資
本
比

に
限
る
。
）
の
株
式

本
比
率
の
う
ち
次

率

の
処
分

率

率

の
処
分

の
各
号
に
掲
げ
る

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未

〇
パ
ー
セ
ン
ト
未
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比
率
の
区
分
に
応

満

満

満

じ
、
当
該
各
号
に

定
め
る
範
囲

一

連
結
普
通
株

式
等
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ

１
比
率

〇
パ

ー
セ
ン
ト
未
満

二

連
結
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
未

満
三

連
結
総
自
己

資
本
比
率

〇

パ
ー
セ
ン
ト
未

満

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
の
表
中
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
（
法
第
五

３

第
一
項
の
表
中
「
第
一
基
準
」
と
は
、
連
結
自
己
資
本
比
率
基
準
（
法
第
五

十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
基
準
を
い
う
。
次
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
同

十
二
条
の
二
十
五
に
規
定
す
る
基
準
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
う

じ
。
）
の
う
ち
海
外
営
業
拠
点
（
前
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。

ち
海
外
営
業
拠
点
（
前
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。
次
項
に
お
い

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社

て
同
じ
。
）
を
有
す
る
銀
行
等
を
子
会
社
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子

及
び
そ
の
子
会
社
等
に
係
る
も
の
を
い
う
。

会
社
等
に
係
る
も
の
を
い
う
。

４

第
一
項
の
表
中
「
国
内
基
準
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う
ち
海
外
営

４

第
一
項
の
表
中
「
第
二
基
準
」
と
は
、
連
結
自
己
資
本
比
率
基
準
の
う
ち
海
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業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の

外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
等
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
銀
行
持
株
会
社
及
び

子
会
社
等
に
係
る
も
の
を
い
う
。

そ
の
子
会
社
等
に
係
る
も
の
を
い
う
。

５

第
一
項
の
表
中
「
連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
自
己
資
本
比
率
基
準
に
係

（
新
設
）

る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
い
、
同
表
中
「
連
結
普
通
株
式
等
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
１
比
率
」
、
「
連
結
Ｔ
ｉ
ｅ
ｒ
１
比
率
」
及
び
「
連
結
総
自
己
資
本
比
率
」

と
は
、
連
結
自
己
資
本
比
率
の
う
ち
国
際
統
一
基
準
（
第
三
項
に
規
定
す
る
国

際
統
一
基
準
を
い
う
。
）
に
係
る
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
を
い
う
。

６
・
７

（
略
）

５
・
６

（
略
）

第
四
条

銀
行
持
株
会
社
が
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結

第
四
条

銀
行
持
株
会
社
が
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結

自
己
資
本
比
率
（
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
以

自
己
資
本
比
率
が
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
が
従
前
に
該
当
し

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
が

て
い
た
前
条
第
一
項
の
表
の
区
分
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
の
範
囲
を
超
え

従
前
に
該
当
し
て
い
た
前
条
第
一
項
の
表
の
区
分
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率

て
低
下
し
た
こ
と
を
知
っ
た
後
、
速
や
か
に
、
そ
の
連
結
自
己
資
本
比
率
を
当

の
範
囲
を
超
え
て
低
下
し
た
こ
と
を
知
っ
た
後
、
速
や
か
に
、
そ
の
連
結
自
己

該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
が
該
当
す
る
同
表
の
区
分
に
係
る
連
結

資
本
比
率
を
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
が
該
当
す
る
同
表
の
区

自
己
資
本
比
率
の
範
囲
を
超
え
て
確
実
に
改
善
す
る
た
め
の
合
理
的
と
認
め
ら

分
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
の
範
囲
を
超
え
て
確
実
に
改
善
す
る
た
め
の
合

れ
る
計
画
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
つ

理
的
と
認
め
ら
れ
る
計
画
を
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
銀
行

い
て
、
当
該
区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

持
株
会
社
に
つ
い
て
、
当
該
区
分
に
応
じ
た
命
令
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
及

等
の
連
結
自
己
資
本
比
率
以
上
で
当
該
計
画
の
実
施
後
に
見
込
ま
れ
る
当
該
銀

び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自
己
資
本
比
率
以
上
で
当
該
計
画
の
実
施
後
に
見
込

行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自
己
資
本
比
率
以
下
の
連
結
自
己
資

ま
れ
る
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社
等
の
連
結
自
己
資
本
比
率
以
下

本
比
率
に
係
る
同
表
の
区
分
（
非
対
象
区
分
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
命
令
と
す

の
連
結
自
己
資
本
比
率
に
係
る
同
表
の
区
分
（
非
対
象
区
分
を
除
く
。
）
に
掲

る
。
た
だ
し
、
当
該
計
画
が
合
理
的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
に

げ
る
命
令
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
計
画
が
合
理
的
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に

は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
つ
い
て
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
及
び
そ
の
子
会
社

な
っ
た
場
合
に
は
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
に
つ
い
て
、
当
該
銀
行
持
株
会
社
及

等
が
該
当
す
る
同
表
の
区
分
に
係
る
命
令
は
、
同
項
の
と
お
り
と
す
る
。
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び
そ
の
子
会
社
等
が
該
当
す
る
同
表
の
区
分
に
係
る
命
令
は
、
同
項
の
と
お
り

と
す
る
。

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
命
令
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
こ
の
命
令
に
よ
る
改
正
後
の
銀
行
法
第
二
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
期
間
の

区
分
に
応
じ
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

施
行
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

日
ま
で
の
期
間

六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

二
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
六
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
二
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
・
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
二
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
〇
・
八
八
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満
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平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
起
算

四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

し
て
一
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間

六
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

二
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
四
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
六
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

二
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
五
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
二
・
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
二
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

一
・
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
二
・
七
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
・
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
・
五
パ
ー
セ
ン
ト
未
満

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
一
・
三
八
パ
ー
セ
ン
ト
未
満


